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① 「 君 が 代 」 起 立 ・ 斉 唱 の 職 務 命 令 と 思 想 ・ 良 心 の 自
由 ～ 最 判 平 23.5.30【 百 選 Ⅰ 40】  

【原告の主張】 
  国歌斉唱の際に，起立斉唱行為を命ずる校長の職務命令は，思想良心（19 条）の

自由を侵害する。 
  Ｘの国旗・国家に対する信念は，「日の丸」や「君が代」が戦前の軍国主義等と

の関係で一定の役割を果たしたとするＸ自身の歴史観ないし世界観から生ずる社会
生活上ないし教育上の信念等ということができ，思想良心の自由として保障され
る。 

  そして，起立斉唱行為は，このような歴史観ないし世界観と不可分に結びつく行
為であるから，起立斉唱行為を求める本件職務命令は，Ｘの歴史観ないし世界観そ
れ自体を否定するものである。 

  したがって，本件職務命令は，思想良心の自由に対する直接的制約となるから，
その合憲性は厳格に審査しなければならない（絶対的に禁止される）。  

  （あてはめ） 
 
 ※ 別の論述①（最判平 19.2.27 藤田裁判官反対意見） 
   Ｘの思想及び良心の内容として，公的儀式の場で公的機関が参加者の意思に反

してでも一律に行動すべく強制することへの否定的評価（従って，また，このよ
うな行動に自分は参加してはならないという信念ないし信条）といった側面が含
まれ，本件においてはその側面が重要である。 

   このような信念・信条を抱く者に対して公的儀式における斉唱への協力を強制
することは，当人の信念・信条そのものに対する直接的抑圧となるから，厳格に
審査しなければならない。 

 
 ※ 別の論述②（最判平 23.6.6 宮川裁判官反対意見） 
   本件通達（校長に対し，①学習指導要領に基づき，入学式，卒業式等を適正に

実施すること，②入学式，卒業式等の実施に当たっては，式典会場の舞台壇上正
面に国旗を掲揚し，教職員は式典会場の指定された席で国旗に向かって起立し国
歌を斉唱するなど，所定の実施指針のとおり行うものとすること等を内容とする
もの）は，校長の職務命令に従わない場合は服務上の責任を問うとして，都立高
等学校の教職員に対し，式典において指定された席で国旗に向かって起立し国歌
を斉唱することを求めており，その意図するところは，Ｘのような歴史観ないし
世界観及び教育上の信念を有する教職員を念頭に置き，その歴史観等に対する否
定的評価を背景に，不利益処分をもってその歴史観等に反する行為を強制しよう
とすることにあるとみることができる。そして，本件職務命令は本件通達に基づ
いている。 

   このような規制の動機・目的は，特定の思想に対する敵視を前提としており，
民主主義国家においてはその正当性が疑わしいものであるから，厳格に審査しな
ければならない。 
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【被告の反論】 
  本件職務命令は，Ｘの歴史観ないし世界観それ自体を否定するものではない。か

えって，本件職務命令は，国歌斉唱の際に起立という行為を命じているに過ぎず，
思想・良心の自由に対する制約が認められない。 

  
【私見】 
  まず，本件職務命令は，Ｘの思想良心の自由に対する直接的制約とはならない。 
  学校の儀式的行事である卒業式等の式典における国歌斉唱の際の起立斉唱行為

は，一般的，客観的に見て，これらの式典における慣例上の儀礼的な所作としての
性質を有するものであり，かつ，そのような所作として外部からも認識されるもの
というべきである。したがって，国歌斉唱の際の起立斉唱行為は，その性質の点か
ら見て，Ｘの有する歴史観ないし世界観を否定することと不可分に結び付くものと
はいえず，本件各職務命令は，Ｘの歴史観ないし世界観それ自体を否定するものと
いうことはできない。また，国歌斉唱の際の起立斉唱行為は，その外部からの認識
という点から見ても，特定の思想又はこれに反対する思想の表明として外部から認
識されるものと評価することは困難であり，職務上の命令に従ってこのような行為
が行われる場合には，上記のように評価することは一層困難であるから，本件各職
務命令は，特定の思想の有無について告白することを強要するものということもで
きない。 

  もっとも，本件職務命令は，Ｘの思想良心の自由に対する間接的制約となる。 
  起立斉唱行為は，Ｘが日常担当する教科等や日常従事する事務の内容それ自体に

は含まれないものであって，一般的，客観的にみても，国旗及び国歌に対する敬意
の表明の要素を含む行為であり，教諭等にとって通常想定され期待されるものでは
ない。そして，個人の歴史観ないし世界観に由来する行動（敬意の表明の拒否）と
異なる外部的行為（敬意の表明の要素を含む行為）を求められることとなり，その
限りにおいて，その者の思想及び良心の自由についての間接的な制約となる。 

  このような間接的な制約が，「公共の福祉」（12 条，13 条）によるものとして，
許容されるか否かは，職務命令の目的及び内容並びにこれによってもたらされる制
約の態様等を総合的に較量して，当該職務命令に上記の制約を許容し得る程度の必
要性及び合理性が認められるか否かという観点から判断するべきである。 

  （あてはめ） 
 

  


	①「君が代」起立・斉唱の職務命令と思想・良心の自由～最判平23.5.30【百選Ⅰ40】
	②宗教上の理由に基づく「剣道」の不受講～最判平8.3.8【百選Ⅰ45】
	③神社敷地としての市有地の無償提供～最大判平22.1.20【百選Ⅰ52】
	④立看板と表現の自由～最判昭62.3.3【百選Ⅰ61】
	⑤集合住宅へのビラ投函と表現の自由～最判平20.4.11【百選Ⅰ63】
	⑥共有林の分割制限と財産権の保障～最大判昭62.4.22【百選Ⅰ101】
	⑦障害福祉年金と児童扶養手当との併給禁止～最大判昭57.7.7【百選Ⅱ137】
	⑧戸別訪問の禁止～最判昭56.7.21【百選Ⅱ163】
	⑨連座制～最判平9.3.13【百選Ⅱ165】
	⑩「公の支配」の意義と幼児教室～東京高判平2.1.29【百選Ⅱ206】



